
病院数 病床数

854 201,916

(10.5%) (13.6%)

316 122,859

(3.9%) (8.3%)

330 102,436

(4.1%) (6.9%)

6,597 1,052,517

(81.5%) (71.1%)

公　　　的

そ　の　他

全　　　体 8,097 1,479,728

公　　　立

国　　　立

（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○自治体病院の役割

※表は医療施設動態調査（令和６年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方独
立行政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生会、
厚生連等が開設・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約１1％、病床数で約１４％。

 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊

部門に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

全国の病院に占める公立病院の役割
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公立病院の経営状況

○ 公⽴病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の⾒直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不⾜、⼈⼝減少・少⼦
⾼齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

＜参考１＞これまでの公⽴病院改⾰における再編・ネットワーク化の実績

＜参考２＞公⽴病院数及び病床数の⽐較

＜参考３＞令和５年度末時点の経営形態の⾒直し状況

＜参考４＞経常損失を⽣じた公⽴病院数の割合 ⾚字 ⿊字

⼀部適⽤
２７５病院

（３２．２％）

全部適⽤
３８１病院

（４４．６％）

独⽴⾏政法⼈
１１６病院

（１３．６％）

指定管理者
８２病院

（９．６％）

病院数 H14
（ピーク時） H20 R5 増減率

（H20→R5）
増減率

（H14→R5）

病院数 1,007 943 854 ▲9.4% ▲15.2%

病床数 239,921 228,280 201,916 ▲11.5% ▲15.8%

H20〜H26実績 H27〜R3実績 合計
【参考】
実施中

（枠組合意）

再編・ネットワーク化
関連病院数 126公⽴病院 74公⽴病院 200公⽴病院 53公⽴病院
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一般会計に

病院事業会計

○ 独立採算が原則

⇒ 主に診療収入（外来収益＋入院収益）で経営

繰出金

地方交付税で措置

〔公立病院に係る公営企業会計〕 一般会計

① 民間医療機関の立地が困難な地域における医療の提供
・ 離島・山間地等のへき地医療の確保

② 不採算・特殊部門に関わる医療の提供
・ 救急医療の確保
・ 小児医療、周産期医療
・ 精神医療、結核医療、感染症医療 等

③ 地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供
・ 県立がんセンター、県立循環器病センター 等

④ 広域的な医師派遣の拠点機能の確保
・ 医師及び看護師等の研究研修
・ 医師派遣等の医師確保対策

⑤ その他の事業
・ 看護師養成所、院内保育所の運営
・ 集団検診等の保健衛生行政事務 等

⑥ 病院事業債元利償還金の一部

〈繰出基準に基づく経費〉

公立病院の設置自治体

○ 一般会計等が負担すべき経費

① 収入をもって充てることが適当でない経費

② 能率的な経営を行ってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に

困難であると認められる経費

③ 災害の復旧その他特別の理由により必要

となる経費

【一般会計繰出金の根拠】

・地方公営企業法第17条の2

・地方公営企業法第17条の3

・地方公営企業法施行令第8条の5

・総務省の定める繰出基準（総務副大臣通知）

※ 経費の性格に応じて、普通交付税または
特別交付税により措置。

※指定管理者制度導入病院・
地方独立行政法人設置病院
の場合も同等の措置。

病院事業に対する一般会計の負担（一般会計繰出金）
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公立病院経営強化の推進

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化
ガイドライン」の策定・地方団体への通知・公表

総務省 ＜令和４年３月＞

「公立病院経営強化プラン」の策定

地方団体 ＜令和４年度又は５年度中＞

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き⽅改⾰
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き⽅改⾰への対応

(3) 経営形態の⾒直し
(4) 新興感染症の感染拡⼤時等に備えた平時からの取組
(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値⽬標

公⽴病院経営強化プランの内容 機能分化・連携強化のイメージ（例）

連携を強化

基幹病院

基幹病院以外の
不採算地区
病院等

急性期機能を集約

医師派遣・
遠隔診療等

医師・看護師等を確保 回復期機能・初期救急等を
担う

病院事業債（100％）

25%
元利償還金に応じ

て算入

【病院事業債】

《通常の整備》

各公⽴病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を⾏う基幹病院に急性期機能を集約して医師・看
護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救急等を担うなど、
双⽅の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強化することが重要。

病院事業債（100％）

40%
元利償還金に応じて算入

《機能分化・連携強化に伴う整備（特別分）》

※元利償還金の１／２について一般会計から繰出

※元利償還金の２／３について一般会計から繰出

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しに取り組んできたが、依然として経営状況は厳しく、
以下の課題に対応しながら地域医療提供体制を確保するためには、経営を強化していくことが重要。
・人口減少、少子高齢化に伴う医療需要の変化 ・医師・看護師等の不足
・医師の時間外労働規制への対応 ・新興感染症への備え 等
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ベースアップ評価料算定の状況（2025.1.6時点）

1

約89％がベースアップ評価料を算定 人勧とは別で賃上げ実施は３％
（11医療機関）

75%

4%

2% 7%

1%

0%

11%

ベースアップ評価料の算定について

６月から算定確認（261）

７月から算定確認（15）

８月から算定確認（5）

９月から算定確認（23）

10月から算定確認（5）

11月から算定確認（1）

未算定（37）

53%
33%

7%

4%
3%

人勧との関係について

未定・検討中・未回答（166）

ベア評価料を人事院勧告に充てる方向で提案

（104）

独自給与のため人勧はもともと実施せず（23）

ベア評価料を人事院勧告に充てるで確定（12）

人事院勧告とは別で実施（11）

Ｎ＝316Ｎ＝347



賃上げの例
• 広島県S病院（一部事務組合 全部適用）

対象：医師を除くすべての職員（事務職や訪問看護STと無床診療所含む）

改善方法：月額手当

改善額：正規職員とフルタイム 9,300円

＊人事院勧告とは別途実施済

・ 群馬県T地域医療企業団（2病院）（一部事務組合 全部適用）

対象：40才以上の医師以外の職員全員対象

改善方法：月額手当

改善額：10,000円

＊人事院勧告とは別途実施済

・ 愛媛県U市立病院（全部適用 3病院）

対象：医師以外の職員全員対象

改善方法：月額手当

改善額：看護師一般職10,000円、看護主任16,000円、看護視聴20,000円

看護師以外10,000円

＊人事院勧告とは別途実施済
2

• 福岡県K病院（独法）

対象：40歳以上の医師を除くすべての職員

（事務職含む）

改善方法：基本給を2.3％引き上げ

＊人事院勧告とは別途実施済

• 兵庫県T市民病院（独法）

対象：医師以外の職員全員対象

改善方法：月額手当

改善額：11,000円

＊人事院勧告とは別途実施済

・ 兵庫県A市民病院（全部適用）

対象：医師と事務職を除くすべての職員

改善方法：月額手当

改善額：正規職員とフルタイム 10,000円

＊人事院勧告とは別途実施済



補 正 予 算 案 の 主 要 施 策 集

令 和 ６ 年 度

【計数整理の結果、異同を生ずることがある。】
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医師偏在是正に向けた対策の推進」のうち、一部を分野別施策に組み替えて掲載している。



⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

【○人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ】
令和６年度補正予算案 1,311億円 

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○ ○

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

都 道 府 県厚 生 労 働 省 医 療 機 関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図の例）

① 施策の目的

③ 施策の概要

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機

関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。

また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の

確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

加えて、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

○ 生産性向上・職場環境整備支援

・ 生産性向上・職場環境整備等事業･･･設備導入や生産性向上の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関）を支援し、生産性向上・賃上げを図る

○ 経営状況の急変等を踏まえた支援

・ 医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援・・・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物

価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援

・ 産科・小児科医療確保事業・・・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体

制を確保する。

医政局医療経営支援課（内線2672）
医政局地域医療計画課
（内線2550,2665,8048）施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（生産性向上・職場環境整備等事業）

① 施策の目的

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

医療機関等へ業務の生産性向上に資する財政支援を行うことで、職場内の生産性向上・環境整備等を図り、地域に必要な医療提供体制を確保する。

医政局医療経営支援課
（内線2672）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○
③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

生産性向上に資する設備導入等の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関に限る。）に対して経費相当分の給付金を支給し、生産性

向上・職場環境整備等を図る。

（交付額）病院・有床診：４万円／病床数、診療所（医科・歯科）・訪問看護ステーション：18万円／施設

【生産性向上に資する取組のイメージ】

○ ICT機器の導入による業務の効率化

・ タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備等の導入 → 職員間の情報伝達の効率化（チーム医療の推進）

・ 床ふきロボット、監視カメラ等の導入→ 清掃業務、院内監視業務等の効率化

○ タスクシフト／シェアによる業務の効率化

・ 医師事務作業補助者・看護補助者の配置 → 医師・看護師の業務効率化（診断書作成、病室内の環境整備や看護用品の整理等）

※ 新たに配置する際に必要な経費の他、既に雇用している職員の人件費に充てることが可能

都 道 府 県厚 生 労 働 省 医 療 機 関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図）

（補助率１０/１０ ）

令和６年度補正予算案 828億円
【○ 医療分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援】
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・ 効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医
療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。
・ また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制

の確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

○ 患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援
（概要） 医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関を対象とした経費相当分の給付金を支給する。
（交付額） 病院（一般・療養・精神）・有床診：4,104千円／床

○ 現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援
（概要）整備計画を進めており、国庫補助事業の交付対象となる医療機関等を対象として、施設整備を進めるために必要な給付金を支給する。
（交付額）（市場価格－補助事業単価）× 国負担分相当

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取
組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保する。

【○医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援】

医政局地域医療計画課（内線2550、2665）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○

令和６年度補正予算案 428億円 

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚生労働省 都道府県 医療機関

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請する際に病床削減数又は補助対象㎡数を申請し、都道府県が内容を適当と認めれば国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県に所要額を交付決定（補助率１０／１０）し、都道府県が医療機関に支給
Ⅲ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

申請書提出

給付金支給Ⅲ 実績報告、
交付額確定
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（産科・小児科医療確保事業）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保する

 特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援する
 地域の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行う

出生数減少や少子化等の影響を受ける施設を支援することで、地域の周産期医療・小児医療の体制を確保する

【○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科の支援】
令和６年度補正予算案 55億円 医政局地域医療計画課

（内線8048）

② 対策の柱との関係
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○ ○

産科医療確保事業

小児科医療確保事業

急激に患者数が減少している小児医療の拠点となる施設の支援

分娩取扱の

継続が困難

急激に患者数

が減少

• 急激に分娩数が減少している分娩取扱施設を支援する。

分娩数が減少している分娩取扱施設への支援

• 分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための費
用を支援する。
地域の他施設の分娩取扱中止によって分娩取扱数が増加する場合に必要な費用を含む。

分娩取扱施設が少ない地域では分娩取扱を維持する

• 妊婦健診を含む外来診療や産後ケアの提供を行うことで、近隣の分娩施設の負担軽減を目的として、必要な
施設整備、設備整備に係る費用を支援する。

妊婦健診や産後健診による支援

• 急激に患者数が減少し、地域に不可欠な小児医療の拠点でありながら運営に影響を来している施設に係る費
用を支援する。

小児医療の

拠点となる施設

産科施設

近隣に分娩を取扱う施設

が少ない分娩取扱施設

分娩数減少施設
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○ 予算額 ：１．１兆円（うち ①低所得世帯支援枠 ０．５兆円、②推奨事業メニュー ０．６兆円）

○ 対象事業：① （低所得世帯支援枠）物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。

② （推奨事業メニュー）エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支

援を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。（詳細は、２頁参照）

○ 算定方法：①（低所得世帯支援枠）住民税非課税世帯１世帯あたり３万円を基礎として算定（市町村）

住民税非課税世帯のうち、子育て世帯は子ども１人あたり２万円を加算

②（推奨事業メニュー）人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定（都道府県、市町村）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情

に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推

奨事業メニュー」実施のため追加する。

1

推奨事業メニュー

（生活者支援）
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
低所得世帯支援

②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
子育て世帯支援

③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者
支援

（事業者支援）
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等
に対する物価高騰対策支援

⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対
策支援

⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する
支援

重点支援地方交付金の追加 令和６年度補正予算案

※ この他、「給付金・定額減税一体措置（令和５年度経済対策）」に基づく給付金（0.6兆円）を措置。

資料５



事業者支援

② エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学
校等における学校給食費等の支援

※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減
のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。

⑥ 農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や
土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥
料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑤ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰
対策支援

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校
施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネル
ギー価格の高騰分などの支援（特別高圧で受電する施設への支援を
含む）

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス（LPガスを含む）や灯油をはじめ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための
支援

※ 住民税非課税世帯に対しては上記Ⅰによる支援を行う。

⑦ 中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援

特別高圧での受電（ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む）、
LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影
響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組
支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

③ 消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に 対
してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して
消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付などの支援
※ 物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動を行う生活者に対して、安
全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減のための支援も可能

⑧ 地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格
高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確
保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援

生活者支援

④ 省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の
高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※１ 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。

※２ 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を含めた
価格転嫁の円滑化のための活用も可能。また、地方公共団体における水道料金の減免にも活用可能。

Ⅱ. 推奨事業メニュー（０．６兆円）

Ⅰ.低所得世帯支援枠 （０．５兆円）

・ 低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカ
バーできる水準として、住民税非課税世帯一世帯当たり３万円を目安として給付。
・ 住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり２万円を加算措置。

重点支援地方交付金

追加額１．１兆円（Ⅰ及びⅡの合計）
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令和６年度補正予算案



総 財 準 第 ９ ５ 号 

令 和 ６年 1 2 月 ９日 

各都道府県 総務部長 
（各都道府県財政担当課、市区町村担当課、 

都道府県立病院担当課扱い） 
 

各都道府県 保健福祉部長 
（各都道府県医療政策担当課扱い） 

 

各指定都市 財政担当局長                 

（各指定都市財政担当課、市立病院担当課扱い）    殿 
  
各指定都市 保健福祉局長 
（各指定都市医療政策担当課扱い） 

 

関係一部事務組合管理者 

（都道府県・指定都市が加入するもの） 
 
関係広域連合の長 
（都道府県・指定都市が加入するもの） 

総務省自治財政局準公営企業室長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

令和６年度特別交付税（病院及びへき地医療）の基礎数値に係る 

再調査について（照会） 

  

「令和６年度補正予算（第１号）に伴う対応等について」（令和６年 11 月 29 日付け総務省自治

財政局財政課事務連絡）で通知したとおり、令和６年度の地方交付税を増額交付することとして

おります。 

このため、特別交付税の12月算定の対象としている「病院」分及び「へき地医療」分に関して、

３月分の算定において改めて繰出金見込額等の調査を行い、地方公務員の給与改定を考慮し

た新たな単価による再算定を行った上で、12 月算定分との差額を３月算定分において措置する

予定としておりますので、基礎数値の再照会を下記のとおり実施します。 

各都道府県市町村担当課におかれては、この旨を貴管内の関係市町村に周知徹底いただく

ようお願いします。 

 

記 

 

１ 対象団体 

   全団体 

 

２ 提出様式等 

(1) 病 院 分：様式１ 令和６年度における繰出金等見込額に関する調 

様式２ 繰出金等見込額の増減理由に関する調 

(2) へき地医療分：様式３ へき地医療拠点病院等が実施する巡回診療（都道府県分） 

           様式４ へき地医療拠点病院等が実施する応援医師、代診医師等の派遣事業（都道府県分） 

             様式５ へき地診療所等における応援医師、代診医師等の派遣要請事業（市町村分）  

             様式６ へき地医療拠点病院等又はへき地診療所等が行う訪問看護事業（都道府県分、市町村分） 

 



３ 提出方法等について 

  【期 日】令和６年 12月 23日（月）厳守 

  【提出方法】電子メール 

  【提 出 先】(1) 病 院 分：準公営企業室病院事業係 堀田 

       (2) へき地医療分：準公営企業室病院事業係 加賀美 

※ 各都道府県市町村担当課は、管内の市町村（指定都市除く）、一部事務組合及び広域

連合（都道府県・指定都市が加入するものを除く。）分を取りまとめの上、提出願います。 

※ 本調査は特別交付税３月分の算定の基礎等とするものであるため、提出の遅延等があ

る場合は基礎数値算入対象外となりますので、御留意願います。 

※ 該当のない調査票については、ファイル名の末尾に「該当なし」と付記した上で提出して

ください。（該当のない調査票も含めて、すべての調査票について提出が必要です。） 

 

 

 

 

 病院関係担当 

準公営企業室病院事業係 堀田 

電話：03-5253-5643  Mail：d.hotta@soumu.go.jp 
 
へき地医療関係担当 

準公営企業室病院事業係 加賀美 

電話：03-5253-5643  Mail：y.kagami@soumu.go.jp 



12月 17日、参議院総務委員会の岸まきこ参議院議員発言要旨 

 

●会計年度任用職員の遡及改定所要額について 

岸まきこ参議院議員：補正予算において、会計年度任用職員の遡及改定に関わる

額はいくらか。また、どのような根拠に基づき所要額を算定したのか。 

 

総務省・大沢自治財政局長：会計年度任用職員の給与改定所要額については、

1,000 億程度と見込んだところ。所要額については、調査により把握した 2023

年度における会計年度任用職員の給与の支給実績をもとに、2024 年人事院勧告

を踏まえつつ、遡及改定の実施率を反映して積算をした。 

 

 

●公立・公的医療機関の各種交付金単価見直しについて 

岸まきこ参議院議員：公立病院の経営が厳しく、診療報酬改定を待っていられな

い状況である。物価・人件費高騰にともない、公立病院に関する各種交付税単価

を引き上げていただけないか。 

 

総務省・大沢自治財政局長： 公立病院は公営企業であり独立採算が原則である。

一方で、不採算医療など、能率的な経営を行ってもなお経営に伴う収入のみをも

って充てることが客観的に困難である経費については、一般会計が負担するこ

とが認められている。 

今回の補正予算案により地方公務員の給与改定に必要な経費を盛り込んで計

上している。公立病院についても人勧を踏まえた影響額を計上している。これを

踏まえ特別交付税の単価を引き上げる予定である。 

また、厚生労働省の補正予算で緊急的な支援パッケージとして 1,311 億円が

計上されている。内閣府の重点支援地方交付金 6,000 億円を活用し支援を行う

ことが可能である。 

 

 

 



1
4 1 3 31

2
100 100 2

3
100 100 1/4

10


	スライド 1
	スライド 2

